
災害対応を事由とした有効期間の延長について

■制度概要
行政機関との災害時の協定に基づく業務を契約または履行した場合は、認定の有
効期間を延長する申請を行うことができます。

■提出書類

令和7年度の手続きより、災害対応を事由としたBCP有効期間の延長が可能に
なりました。

災害時の事業継続計画認定認定期間の延長に関する申立書
※中国地方整備局HP＞地域建設業BCP策定の推進＞令和７年度公募関連資料
通常型＞申込書類 からダウンロードできます

•申立書に必要事項を記入してください。
•申立書別紙に災害対応等に従事していることを証明する
資料（契約書、履行状況が確認できる資料等）を添付し
てください。

■申請可能な条件
募集開始日の2か月前から申請締切日までに、国・県・
市町村などの行政機関との災害時の協定に基づく業務を
契約または履行した場合に申請が可能です。

災害時の事業継続計画認定認定期間
の延長に関する申立書

■延長期間
原則1年間、BCPの更新延長が可能です。
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